
21. 11. 1５

臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

　

市
で
は
、
地
震
や
火
災
・
洪
水

な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、

自
力
で
の
避
難
が
困
難
な
方
を
迅

速
・
的
確
に
安
否
確
認
や
避
難
の

介
助
を
行
う
た
め
、「
災
害
時
要
援

護
者
登
録
・
支
援
制
度
」
を
実
施

し
ま
す
。

心
身
障
害
者
自
動
車 

運
転
教
習
助
成
事
業

　

心
身
障
害
者
の
生
活
圏
の
拡
大

を
目
的
に
、
運
転
免
許
取
得
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
要
件
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
方
。
①
道
路
交
通
法
に

規
定
す
る
適
性
試
験
に
合
格
し
、

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
以
上
（
内

部
障
害
４
級
以
上
、
下
肢
ま
た
は

体
幹
機
能
障
害
は
５
級
以
上
）
お

よ
び
愛
の
手
帳
４
度
以
上
の
障
害

程
度
で
、
歩
行
が
困
難
な
方
②
道

路
交
通
法
に
規
定
す
る
運
転
免
許

試
験
の
受
験
資
格
を
有
す
る
方
③

引
き
続
き
３
カ
月
以
上
東
久
留
米

市
に
住
所
を
有
す
る
方
④
前
年
の

所
得
税
の
年
額
が　

万
円
以
下
の

４０

方
⑤
他
の
制
度
に
よ
り
免
許
の
取

得
に
要
す
る
費
用
の
助
成
を
受
け

て
い
な
い
方

　
【
助
成
額
】所
得
税
額
に
よ
り
変

　

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）
に
加
入
し
て
い
る
皆

さ
ん
に
、
健
康
の
大
切
さ
や
保
険

診
療
等
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
、
医
療
機
関
等
で
受
診

（１）実質赤字比率
 一般会計等（普通会計）が対象で、標準
財政規模に対する、歳入総額から歳出総
額を差引いた額の割合で赤字を判断する
指標です。今年度は実質赤字額がないた
め、実質赤字比率は「－（数値なし）」と
なっています。
（２）連結実質赤字比率
 実質赤字比率が一般会計のみに対して、
全会計対象で赤字を判断する指標です。
今年度は、すべての会計において実質赤
字額がなく、連結実質赤字比率は「－
（数値なし）」となっています。

（３）実質公債費比率
 一般会計等、公営事業会計および一部事
務組合等が対象で、標準財政規模に対す
る、交付税算入された元利償還金および
充当特定財源等を控除した後の地方債元
利償還等（準元利償還）の割合（３カ年
平均）です。
（４）将来負担比率
 一般会計等、公営事業会計、一部事務組
合および公社・第三セクターが対象で、
標準財政規模に対する一般会計が将来負
担すべき実質的な負債の割合です。

表１　健全化判断比率

わ
り
、
上
限
額
は　

万
４
８
０
０

１６

円
で
す

　
【
ご
注
意
】原
則
と
し
て
運
転
教

習
開
始
前
に
申
請
が
必
要
で
す

身
体
障
害
者
自
動
車 

改
造
費
助
成
事
業

　

重
度
身
体
障
害
者
の
社
会
復
帰

の
促
進
を
目
的
に
、
就
労
等
に
伴

い
自
動
車
を
取
得
す
る
場
合
、
そ

の
自
動
車
改
造
に
要
す
る
費
用
を

助
成
し
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
要
件
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
方
。
①
市
内
に
３
カ
月

以
上
居
住
す
る　

歳
以
上
の
身
体

１８

障
害
者
で
、
上
肢
、
下
肢
ま
た
は

　１２月１０日は人権デーです。昭和２３年のこの日、第３回国際連合総会
において、基本的人権および自由を尊重し確保するために、世界のす
べての人々とすべての国々とが達成すべき共
通の基準として、「世界人権宣言」が採択され
ました。同宣言は今年で６１周年を迎えます。
１２月４日（金）から人権デーを最終日とした
「人権週間」に併せ、市では「市民のつどい」
を開催します。
　【日時】１２月５日（土）午後２時～４時
　【会場】市民プラザホール・市役所１階屋内
ひろば
　【内容】第１部＝小・中学生の人権作文・標語・ポスターの入賞者表
彰式、意見発表会▽第２部＝生徒・学校からのメッセージ
　【入場料】無料
　当日直接会場へ。
　詳しくは指導室緯４７０･７７８１または生活文化課緯４７０・７７３８へ。

長
寿
医
療
制
度
・
医
療
費
通
知

（　

年
１
月
～
６
月
診
療
分
）

２１

を
送
付
し
ま
す

し
た
医
療
費
の
額
等
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　

今
回
の
通
知
は
、
通
常
の
保
険

医
療
機
関
等
、
ま
た
は
整
骨
院
や

接
骨
院
な
ど
で
治
療
を
受
け
、
柔

道
整
復
師
等
か
ら
、
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
へ
請
求
さ

れ
た
分
で
す
。
対
象
は
１
月
～
６

月
に
受
診
し
た
も
の
で
、
受
診
者

名
、
受
診
年
月
、
受
診
区
分
（
入

院
、
柔
整
等
）、
受
診
医
療
機
関
、

受
診
日
数
、
医
療
費
の
額
等
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
医
療
費
の
額
に
は
、
自

由
診
療
に
よ
る
も
の
や
差
額
ベ
ッ

ド
代
な
ど
、
保
険
対
象
外
の
額
は

含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保

険
医
療
機
関
等
か
ら
請
求
が
遅
れ

て
い
る
も
の
は
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

通
知
は　

月
下
旬
に
送
付
し
ま

１１

す
。

　

※
こ
の
通
知
に
よ
っ
て
、
特
別

に
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
緯
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

災
害
時
要
援
護
者
登
録
・
支
援
制
度

申
請
受
け
付
け
の
ご
案
内

　
　

月
初
旬
に
各
担
当
課
か
ら
、

１２
対
象
の
方
に
「
災
害
時
要
援
護
者

登
録
・
支
援
申
請
書
」
を
送
付
し

ま
す
。
登
録
を
希
望
す
る
方
は
、

所
定
の
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、　

年
１
月　

日
（
金
）
ま
で

２２

２２

に
返
信
用
封
筒
で
返
信
し
て
く
だ

体
幹
機
能
障
害
で
、
１
級
ま
た
は

２
級
の
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

②
自
ら
が
所
有
し
、
運
転
す
る
自

動
車
の
一
部
を
改
造
す
る
必
要
が

あ
る
方

　
【
助
成
額
】所
得
お
よ
び
改
造
に

要
し
た
費
用
に
よ
り
変
わ
り
、
上

限
額
は　

万
３
９
０
０
円
で
す

１３

　
【
ご
注
意
】助
成
対
象
と
な
る
の

は
操
向
装
置
お
よ
び
駆
動
装
置
の

改
造
に
掛
か
る
費
用
で
す
。
ま
た
、

改
造
を
行
う
前
に
申
請
が
必
要
で

す
　

申
請
方
法
等
、
詳
し
く
は
障
害

福
祉
課
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

さ
い（
郵
送
料
は
市
で
負
担
）。
な

お
、
記
入
さ
れ
た
情
報
を
、
災
害

対
応
お
よ
び
更
新
調
査
以
外
に
使

用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
対
象
の
方
】次
の
５
項
目
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
在
宅
の
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。
①　

歳
以
上

７５

の
一
人
暮
ら
し
ま
た
は
高
齢
者
の

み
の
世
帯
の
方
②
介
護
保
険
に
お

い
て
要
介
護
度
３
以
上
の
方
③
身

体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
の
方
④

愛
の
手
帳
１
～
３
度
の
方
⑤
精
神

保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

　

対
象
以
外
の
方
で
、
登
録
・
支

援
を
希
望
す
る
方
は
、　

月　

日

１２

１５

～　

年
１
月
末
日
に
次
の
各
担
当

２２
課
で
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
①
②
が
介
護
福
祉
課

（
内
線
２
５
０
２
）、③
～
⑤
が
障

害
福
祉
課
緯
４
７
０
・
７
７
４
７
、

登
録
・
制
度
に
つ
い
て
は
防
災
防

犯
課
（
内
線
２
２
２
３
）
へ
。

（４）将来負担
　　比率　　

（３）実質公債
　費比率

（２）連結実質
　　赤字比率

（１）実質赤字
　比率　

64.16.6－－東久留米市比率
350.025.017.4812.48早期健全化基準
－35.040.020.0財政再生基準

12月４日（金）～10日（木）は「人権週間」

１２月5日（土）
人権週間市民のつどいを開催します

心
身
障
害
者
自
動
車
運
転
教
習

心
身
障
害
者
自
動
車
運
転
教
習
費費

身
体
障
害
者
自
動
車
改
造

身
体
障
害
者
自
動
車
改
造
費費

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
すす

（単位：％）

標準財政規模：２０２億３,９８９万３千円（臨時財政対策債発行可能額９億４,８１５万９千円を含む）
【標準財政規模とは】
一般財源（地方税、普通交付税、地方譲与税等）ベースでの地方自治体の標準的な財政規
模を示すもので、健全化判断比率以外にも実質収支比率や経常一般財源比率など各種の財
政指標を算定するのに用いられます。

東久留米市財政健全化
判断比率等を公表します

　地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律により、公表が義務付けられてい
る財政指標（実質赤字比率、連結実質赤
字比率、実質公債費比率、将来負担比率、
資金不足比率）について、２０年度の指標
を公表します。詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
　詳しくは財政課緯４７０・７７０６へ。

（単位：％）表２　資金不足比率　　
資金不足比率

－東久留米市比率
（下水道事業会計）

20.0経営健全化基準
下水道事業特別会計が対象で、事業規模に対する資
金不足額（不良債務）の割合で、経営状況を指標化
したものです。今年度は、資金不足額がないため、
資金不足比率は「－（数値なし）」となっています。

早期健全化基準、財政再生基準および経営健全化基準
（１）早期健全化基準
　健全化判断比率（表１参照）のいずれかが
早期健全化基準以上の場合は、財政健全化計
画を策定し、議会の議決を経て住民に公表お
よび都知事に報告しなければなりません。
（２）財政再生基準
　健全化判断比率（表１参照。将来負担比率
を除く）のいずれかが財政再生基準以上の場

合は、財政再生計画を策定し、議会の議決を
経て住民に公表および総務大臣に報告（都知
事経由）しなければなりません。
（３）経営健全化基準
　資金不足比率（表２参照）が経営健全化基
準以上の場合は、経営健全化計画を策定し、
議会の議決を経て住民に公表および都知事に
報告しなければなりません。

20年度

会
保
険
料
控
除
証
明
書
（　

月
１１

初
旬
郵
送
）
等
で
納
め
忘
れ
が

な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
納

め
忘
れ
た
保
険
料
は
、
銀
行
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い
場
合

は
、
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所

緯
０
４
２
２
・　

・
１
４
１
１

５６

へ
電
話
で
請
求
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
市
保
険
年
金
課
で
は
納

付
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
会
社
を
退
職
し
た
方

（
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
加
入

者
）
や
そ
の
配
偶
者
（
国
民
年

金
第
３
号
被
保
険
者
）
で　

歳
２０

～　

歳
の
方
は
、
国
民
年
金
第

６０
１
号
被
保
険
者
へ
の
変
更
が
必

要
で
す
。
勤
務
先
の
健
康
保
険

の
任
意
継
続
を
し
た
場
合
で
も

国
民
年
金
第
１
号
へ
の
変
更
は

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
市
保

険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
で

お
早
目
に
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
緯
４

７
０
・
７
７
３
２
へ
。

国
民
年
金
保
険
料
の

納

め

忘

れ

が 

な
い
か
ご
確
認
を

　

国
民
年
金
保
険
料
は
納
め
忘

れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

２
年
１
カ
月
で
時
効
に
な
り
、

時
効
を
過
ぎ
る
と
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
は
、
老
後
の
生

活
の
た
め
に　

歳
か
ら
支
給
さ

６５

れ
る
「
老
齢
基
礎
年
金
」、
思
わ

ぬ
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害

基
礎
年
金
」、被
保
険
者
が
亡
く

な
っ
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る

「
遺
族
基
礎
年
金
」
等
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
年
金
を
受
け

る
た
め
に
、
今
一
度
、
お
手
元

の
領
収
証
書
や
預
金
通
帳
、
社


